
 測地学分科会における部会の名称及び所掌事務の変更について 

（案） 

 

 
令和２年２月  日 

科学技術・学術審議会 

測 地 学 分 科 会 

 

 

 科学技術・学術審議会令第六条第１項及び測地学分科会運営規則

第２条第１項に基づき、科学技術・学術審議会測地学分科会に設置し

た部会の名称及び所掌事務を以下のとおり変更する。 

 

 

・地震火山観測研究計画部会 

 

測地学及び政府機関における測地事業計画に関する事項のうち，

地震及び火山に係る観測研究計画に関する事項について調査審議

する。 

 
＜具体的な取組事項＞ 

○ 計画の進捗管理について 

 地震火山観測研究計画の目的達成のため，行政や社会のニーズを踏まえ

た計画の推進に努め，進捗状況の把握及び研究成果の取りまとめ等につ

いて検討すること。 

 

○ 火山観測研究について 

 「次世代火山研究・人材育成総合プロジェクト」に対するフォローアッ

プを実施すること。 

 

資料１－４ 
科学技術・学術審議会 測地学分科会（第４２回）・ 

地震火山部会（第３５回）合同会議 
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